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随　意　契　約　結　果　表

案 件 の 概 要 原水槽に投込式水位計を設置する。

随 意 契 約 の 種 類

案 件 名 本庄浄化センター原水槽水位計設置工事

担 当 課 名 下水道課

随意契約 単独随意契約

契 約 年 月 日 14 日 契約の相手方

契 約 金 額

契 約 を 行 っ た 日 令和～

随 意 契 約 と し た
法 令 根 拠

地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第

（緊急の必要があるもの）

号 の 規 定 に よ る 。

ＪＦＥアドバンテック株式会社令和 7 年 2

随意契約とした理由

日

円）（うち消費税相当額 141,000

契 約 期 間 年 3

本庄浄化センターにおいて原水ポンプ作動不良が発生した。現地にて確認を行ったと
ころ、ポンプの運転を制御するフロートスイッチが流入水干渉により作動不良を引き起こ
していることが判明した。また、当該浄化センターの流入水は油分が多く、フロートスイッ
チに付着し易いため、流入水干渉と同じく動作不良の原因となっている。安定したポン
プの運転制御を行うため、流入水干渉及びスカムの影響を受けない水位計を緊急に設
置する必要がある。
今回、施行を依頼するＪＦＥアドバンテック株式会社は、同工事の施工実績があり、早急
な対応が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要
がある場合）の規定により単独随意契約を行うものである。

7 月

1,551,000 円

21

月

まで


